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地域おこし協力隊が

彦根で暮らして感じたこと

　空の色や雲の形の変化、日の短さに気づくと、季節の変
わり目を感じます。その他にも感じるのが、お店で季節の
品物が並んでいるのを見た時です。その中でも、和菓子屋
さんの季節ごとのお菓子は、私の楽しみのひとつです。
　和菓子には「練り切り」という、四季折々の植物や風物
詩をかたどったものがあって、毎月どんな和菓子が出てく
るかワクワクしています。同じ月でも、お店ごとに表現が
違うので、味だけでなく目でも楽しむことができます。
　他にも「夏

な ご し

越の祓
はらえ

には水
み

無
な

月
つき

」、「お彼
ひ

岸
がん

にはおはぎ」と
いったように、暦

こよみ

に沿って食べる和菓子も、その時期にし
か食べられないものです。今の時期ですと、芋ようかんや
栗きんとんなど、秋の味覚が店頭で見られます。また、私
の地元がある関東ではあまり見たことがない和菓子や、関
東と関西では呼び方・作り方が違う和菓子を見つけたとき
は、新鮮に感じます。
　旬のものを通して季節の移ろいを感じつつ、今年も“食
欲の秋”を楽しみたいと思います。

【彦根市地域おこし協力隊　小林　【彦根市地域おこし協力隊　小林　由由
ゆゆ

季季
きき

】】

ひこね日和ひこね日和 ●16

「季節の感じ方 」

＜各日＞＜各日＞
日没〜 21：00まで日没〜 21：00まで

＜ 14 日㈰ ＞ブルー

児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間

　夫などからの暴力、性犯罪、売買
春、セクシュアル・ハラスメント、
ストーカー行為などの女性への暴力
は、女性の人権を著しく侵害する行
為です。もし、つらい思いをしてい
たら、一人で悩まず、次の機関にご
相談ください（相談無料・秘密厳守）。
家庭児童相談室☎ 23-7838
配偶者暴力相談支援センター
▶︎ 中央子ども家庭相談センター
☎ 077-564-7867
▶︎ 彦根子ども家庭相談センター
☎ 24-3741
▶︎ 男女共同参画センター
☎ 0748-37-8739
性暴力被害者総合ケアワンストップ
びわ湖「SATOCO（サトコ）」24 時
間ホットライン
☎ 090-2599-3105
DV 相談ナビ（近くの相談窓口を案内）
☎ #8008（はれれば）
※緊急時は警察（110 番）へ！
問 子育て支援課
☎ 26-0994　FAX 26-1768

児童虐待防止啓発映画上映会（オンライン開催）
　映画 『ママをやめてもいいですか！？』 をインターネット上で視聴
できます。命を生み育むことの難しさや苦悩、その喜びと偉大さをあり
のままにお伝えする、共感と感動に満ちたドキュメンタリーです。
視聴可能期間 11 月 1 日㈪～同 30 日㈫
※事前申し込みが必要です。詳しくは、彦根市ホームページをご確認
ください。【HP 番号：17868】

子どもを虐待から守りましょう
　私たちが毎日の生活を送っている中で、虐待を受けている子ども
を見かけたり、何か様子が変だなと感じたりしたら、次の機関に相談・
連絡をお願いします（相談無料・秘密厳守）。
▶家庭児童相談室☎ 23-7838
▶児童相談所全国共通ダイヤル（24 時間対応）☎ 189（いちはやく）
　（近くの児童相談所につながります）
※調査をした結果、虐待の事実がなかったとしても責任を問われる

ことはありません。
問 子育て支援課☎ 26-0994　FAX 26-1768【HP 番号：14563】

女性に対する暴力をなくす運動女性に対する暴力をなくす運動

11 月の彦根城ライトアップ11 月の彦根城ライトアップ
＜ 11 日㈭ ＞オレンジ ＜ 12 日㈮ ＞パープル

世界糖尿病デー
問 市立病院　病院総務課
☎ 22-6050（内線：3523）
FAX 26-0754


